
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 産業再生法による資産の評価損 

Ｑ：今回改正された産業活力再生特別措置

法(以下、産業再生法という)の認定を受ける

企業は、保有資産の評価損が計上できるよう

になったと聞きました。詳細を教えてくださ

い。 

 

Ａ：棚卸資産、有価証券、固定資産、繰資

産の評価損の計上が認められました。 

【解説】 

 法人税法では、資産の評価換えによる損失

は、原則として損金算入が認められていませ

ん。しかし、その有する資産（預金、貯金、

貸付金、売掛金その他の債権を除く）につき

一定の事実が生じたことにより、その資産の

価額が帳簿価額を下回ることとなった場合に

は、その資産の評価換えをして、損金経理に

よりその帳簿価額を減額したときは、その損

失を損金の額に算入するとしています。 

 一定の事実とは、災害等による著しい損傷

があった場合、会杜更正法による更正手続開

始の決定があった場合その他これに準ずる特

別の事実が生じた場合などをいいますが、今

回、産業再生法による認定もこれに加えられ

ました。したがって、今後はこの認定を受け

た企業は、資産の評価損を計上することがで

きるようになります。なお、この場合の対象

となる資産は、棚卸資産、有価証券、固定資

産、繰延資産とされています。 
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